
議案第 号 

 

日野町特別職の職員 非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す
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日野町特別職 職員 非常勤 報酬及び費用弁償 関す 条例 一部改正 必

要 理由 概要 

 

1 背景及び趣   

・地方教育行政 組織及び運営 関す 法律 一部改正さ 教育委員会委員長 職

務 教育長 一本化さ 本条例 教育委員会委員長 関係す 箇所 削

除す  

・町史編さ 委員 新た 設置す そ 報酬 つい 定  

 

2 改正 容 

・教育委員会委員長 関す 規定 削 別表第2  

・新た 設置す 町史編さ 委員 報酬 日額 2,500 す 別表第2  

・そ 他文言 整理 行う  

 

3 附則規定 

施行期日  

こ 条例 成27 4月1日 施行す  

経過措置  

制度 教育委員会委員長 任期中 つい 従前 例 す  
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日野町特別職 職員 非常勤 も 報酬及び費用弁償 関す 条例 一部 改正す 条例 

 

日野町特別職 職員 非常勤 も 報酬及び費用弁償 関す 条例。昭和56 日野町条例第10号〃 次 う 改正す  

 

改正後 改正前 

 

。費用弁償〃 

 

。費用弁償〃 

第4条 略 第4条 略 

2 前項 旅費 種類 鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 日当 宿泊料

食卓料 支度料 旅行雑費及び死亡手当 し 日野町職員等 旅費

関す 条例。昭和46 日野町条例第12号〃 規定す 3級以上 職務

あ 者 旅費 相当す 額 す し 農業委員会及び教育委員

会 委員 旅費 額 日野町特別職 職員 常勤 も 給与及び

旅費 関す 条例。 成19 日野町条例第2号〃別表第2及び別表第3

相当す 額 す  

 

2 前項 旅費 種類 鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 日当 宿泊料

食卓料 支度料 旅行雑費及び死亡手当 し そ 額 別表第2

す  

別表 。第2条関係〃報酬 別表第1。第2条関係〃報酬 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

職名 報酬額 

農業委員 

会長 

職務代理 

委員 

月額 41,300 円 

  32,000 円 

  26,800 円 

教育委員 

略 

  26,800 円 

職名 報酬額 

農業委員 

会長 

職務代理 

委員 

月額 41,300 円 

  32,000 円 

  26,800 円 

教育委員会 
委員長 

委員 

月額 41,300 円 

  26,800 円 

略 

月額 340,000 円 英語指導助手 月額 340,000 円 英語指導助手 

日額  2,500 円 日野町史編さ 委員 

略 

略 
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 別表第2。第4条関係〃旅費 

日野町職員等 旅費 関す 条例。昭和46 日野町条例第12号〃 規

定す 3級以上 職務 あ 者 旅費 相当す 額 し 農業委員

会及び教育委員会 委員 旅費 額 日野町特別職 職員 常勤

も 給与及び旅費 関す 条例。昭和46 日野町条例第5号〃別表第2

及び別表第3 相当す 額 す  

 

 附 則 

施行期日  

1 こ 条例 成27 4月1日 施行す  

経過措置  

2 こ 条例 施行 際 現 在職す 教育委員会委員長 任期 満了す ま 間 従前 例  
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